
 

令 和 ６ 年 ３ 月 2 7 日 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局 

 

～「中城（なかぐすく）島にんじん」（中城村）が 
地理的表示（GI）として登録されました～ 

 
 

 

 

 

 

１．概 要 

地理的表示（GI）保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の

中で長年育まれてきた品質、社会的評価等を有する伝統ある農林水産物・食品の名称を、その

地域における知的財産として保護するものです。 

農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和６年３月 27 日（水）に、地理的表

示法に基づき、「中城島にんじん」を地理的表示として登録（登録番号第 147 号）しましたの

で、お知らせします。  

 

２．登録産品 

○名称：中城島にんじん 

○登録生産者団体：中城村野菜産地協議会（事務局：中城村産業振興課）  

○生産地：中城村 

※その他詳細は、別添資料（地理的表示保護制度に基づく登録産品）を参照ください。 

 

３．地理的表示及び GIマークについて 

登録された産品は、地理的表示（GI）を使用することができます。その際、地理的表示と

併せて以下の GIマーク（地理的表示法に基づく登録標章）を使用することができ、地理的表

示産品であることの証となります。 

 

４．参考 

登録産品一覧（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html 

 

地理的表示及び GI マークの表示について（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html 

 

 

 

  

 

＜問合せ先＞ 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 食料産業課

   担当者：長濱、金城、仲間 

TEL：098-866-1673 FAX：098-860-1179 

 農林水産省は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）に基づき、「中

城島にんじん」（中城村）を地理的表示（GI）として登録しました。 

これは、中城村が、戦前から自家採種した種子を使用し、在来種である島にんじんの系統を守

り続けていること、沖縄県随一の産地として高い評価を得ていること等から、地理的表示産品と

して国に認められたものです。なお、沖縄県内では３つ目の登録となります。 

GI マーク 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html



